
 
国立大学法人東京医科歯科大学からの報告の概要 

 
 
１．３月２０日１５時頃、国立大学法人東京医科歯科大学の管理区域内で放射性同位元素

（硫黄３５）を使用した実験途中のサンプルが、管理区域外の研究室に持ち込まれたこ

とが判明した。 
 
２．同サンプルを同研究室に持ち込んだ当事者に確認したところ、過去に２月１９日と３

月１８日にも放射性同位元素を使用したサンプルを管理区域外の同研究室に持ち込ん

だことが判明した。 
 
３．また、同研究室に持ち込まれた放射性同位元素を使用したサンプルの一部は、医療ゴ

ミとして廃棄又は同研究室の流しから廃棄されたことも判明した。 

 
４．このため、同大学が同研究室の流し台の排水溝まわりをスミヤ測定した結果、98.4cpm

の汚染が確認された。（通常バックグランドレベルは 15cpm 程度） 
 

５．３月２４日１２時頃、同大学は本件を管理区域外への放射性同位元素の漏えい事象で

あり、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく法令報告対象事

象と判断し、同日１２時３０分頃、原子力規制庁に報告した。 
 

６．管理区域外に持ち出された放射性同位元素量及び廃棄された放射性同位元素量等は調

査中。 
 
 
 

以上 

（別紙） 


